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人事評価制度支援業務委託プロポーザル募集要項 

 

１．目的  

地方公務員の人事評価制度については、地方公務員法において、任用、給与、

分限その他の人事管理の基礎として活用すること定められている。 

本市では、平成２３年度から人事評価制度を導入・運用し、評価結果を昇給に

当たっての勤務成績の証明に活用するとともに、昇格に当たっての指標の一つと

して活用してきた。 

地方公務員制度については、定年延長などの改正が行われたところであり、今

後も、当該改正を踏まえて、運用体制の整備及び評価結果の更なる活用について

取り組んでいく必要がある。 

本募集要項は、これらの本市の取組に対し、専門的知識や他市等における実

績・経験に基づき、適切な支援を実施することができる事業者をプロポーザル方

式により決定するために定めるものである。  

 

２．業務概要 

 (1) 業務名 

   人事評価制度支援業務委託（以下「本件」という。） 

 (2) 業務の概要 

   別紙仕様書のとおり 

 (3) 業務期間 

   令和７年４月１日（火）から令和１０年３月３１日（金）まで 
 
３．応募資格 

 (1) 参加申込みをする者は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならな 

  い。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。） 

第１６７条の４第１項に規定する者に該当しない者。 

② 政令第１６７条の４第２項各号のいずれにも該当しない者、若しくは該

当する者でその事実があった後３年を経過しない者及びその者を代理人、

支配人その他の使用人として使用しない者。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は会社更生法（昭和２７年

法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。 

④ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがなされていない者。 

⑤ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する

政治団体でない者。 

⑥ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体で

ない者。 

⑦ 成田市暴力団排除条例（平成２４年９月１日施行）の第２条各号いずれ

にも該当しない者。 

⑧ 国又は地方公共団体が平成２６年度以降に発注した人事評価制度支援業

務について、元請として受注し、完了した実績がある者。ただし、業務

の内容が研修会の開催に限る場合は、ここでいう人事評価制度支援業務

委託には含まれないものとする。 



 

 (2) 人事評価制度支援業務委託プロポーザル実施要領第６条各号のいずれかに該

当する場合は、本件プロポーザルへの参加資格を無効とする。 
 
 

４．募集要項の配布  

(1) 配布期間 

   令和７年１月２２日（水）から２月７日（金）まで 

(2) 配布方法 

   成田市ホームページに掲載 
 
 
５．質問の受付及び回答  

(1) 質問期間 

   令和７年１月２２日（水）から１月２９日（水）午後５時１５分まで 

(2) 質問方法 

   別紙質問書（様式１）を記入した上で、下記の送信先に電子メールで送信 

  するものとする。  

(3) 質問内容の送信先 

   jinji@city.narita.chiba.jp 宛てに送信すること。 

(4) 電子メールの件名 

   プロポーザル質問書（法人名） 

(5)  質問への回答 

   令和７年２月３日（月）までに速やかに、回答を記載した文章を電子メール

で送付する。 
 
 
６．参加表明  

(1) 参加表明手続き 

   参加申請書（様式２）を市長に提出することにより参加表明を行ったもの 

  とする。 

(2) 受付期間 

   令和７年１月２２日（水）から２月７日（金）午後５時１５分までとし、郵

送の場合は、２月７日（金）必着とする。 

   なお、窓口受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時１５分までであ

ることに留意すること。 

(3) 受付場所 

   〒２８６－８５８５ 千葉県成田市花崎町７６０番地 

   成田市役所 企画政策部人事課 

 (4) 提出書類 

  ① プロポーザル参加申請書（様式２） 

② 国又は地方公共団体における人事評価制度支援業務委託の実績が確認で

きるもの（契約書、計画書、仕様書の写しなど） 

    ※ 受注先等が特定情報の保持が必要な場合は、情報を特定されない措置を

したうえで提出すること。 

 (5) 提出方法 

   持参又は郵送（宅配便可）により提出すること。 
 



 

７．企画提案書等の提出  

(1) 受付期間 

   令和７年１月２２日（水）から２月１９日（水）午後５時１５分までとし、

郵送の場合は、２月１９日（水）必着とする。 

   なお、窓口受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時１５分までであ

ることに留意すること。 

(2) 受付場所 

   〒２８６－８５８５ 千葉県成田市花崎町７６０番地 

   成田市役所 企画政策部人事課 

(3) 提出書類 

  ① 会社概要及びその添付書類（様式３）   ８部 

  ② 企画提案書（様式４）          ８部 

  ③ 見積書 

 (4) 提出方法 

   持参又は郵送（宅配便可）により提出すること。 
 
 
８． 企画提案書作成に関する注意事項  

(1) 別紙の「企画提案書（様式４）」を参考に提案すること。 

(2) 企画提案は、１社１案とする。 

(3) Ａ４又はＡ３サイズの用紙を用い、Ａ４サイズにまとめて提出すること。 

(4) 提案に当たっては、著作権等第三者の権利に関わるものの使用については、 

  提案者の責任において処理すること。 

(5) 提出された書類について、提出後の差替え、変更及び取消は認めない。また、 

   提出された書類は返却しない。 

(6) 提出書類の内容に関し、疑問点や確認事項が発生した場合は、その都度説明 

を求めることがある。 

(7) 本件に係る情報公開請求があった場合には、成田市情報公開条例に基づき提 

   出書類を公開することがある。 

(8) 企画提案書の作成に要する経費は、全て作成者の負担とする。 
 
 
９．本件の提案限度額  

(1) 総額（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ８，４０４，０００円 

(2) 年度別限度額（消費税及び地方消費税を含む。） 

   令和７年度  ２，８６０，０００円 

   令和８年度  ２，８６０，０００円 

   令和９年度  ２，６８４，０００円 

  ※ 見積書作成時には、提案限度額を超えないようにすること。 
 
 
１０．評価及び受注予定者の選定  

(1) 評価方法及び受注予定者の選定 

評価は、人事評価制度支援業務委託プロポーザル選定審査委員会において 

行う。 

 



 

第一次評価は書類審査とし、提出された提案書等を基に、委員会が第一次

評価基準に基づき審査する。提出者が５者以上のときは、評価得点の高い者

から順に第二次評価に進出する者を４者以下に選定する。ただし、提出者が

４者以下のときは、第一次評価を実施せず、全提出者を第二次評価に進出さ

せることとする。 

第二次評価は、提案書を基にプレゼンテーションによる審査を行う。プレ

ゼンテーションにおける提出者の持ち時間は３０分以内とし、概ね２０分程

度の企画提案と１０分程度の質疑時間を設けるものとする。委員会はプレゼ

ンテーション及び質疑応答等により、第二次評価基準に基づき評価得点の高

い者から順に順位を決定する。なお、最高点の者が複数いる場合は、原則と

して提案金額の安価な提出者を受注予定者とする。 

(2) 評価基準 

評価基準は、次のとおりとする。なお、評価基準に関する質問は受け付け

ず、回答も行わない。 

① 第一次評価基準 

ア 技術点 

（ア）実績 

    国又は地方公共団体における人事評価制度の策定支援又は運用支援に 

ついて、信頼できる実績があるか。 

 （イ）実施体制 

実施にあたって十分な人員配置や、管理責任体制が整備されているか。 

 （ウ）企画内容 

     ・仕様書と整合が図られているか。 

   ・スケジュール、カリキュラムは適切であるか。 

イ 価格点 

  見積金額は提案限度額内であり、業務内容に見合った価格の提示であるか。 

② 第二次評価基準 

ア 技術点 

 （ア）理解度 

    公務員の人事評価制度について、総務省・人事院が提唱している制度や 

他の地方公共団体の取り組み等を深く理解しているか。 

 （イ）企画内容 

  ・具体的な提案内容となっているか。 

  ・専門的な手法や技法を盛り込んだ内容となっているか。 

  ・提案された研修内容は、対象者が十分理解できるものか。 

  ・仕様書（案）記載の目的達成に向け、効果的な提案となっているか。 

 （ウ）プレゼンテーション及び質疑応答 

  ・説明内容が的確であるか、また業務に対する熱意があるか。 

  ・応答内容が的確であるか。 

(3) 第一次評価（書類審査） 

① 日程：令和７年２月２６日（水） 

(4) 第二次評価（プレゼンテーション） 

① 日程：令和７年３月５日（水） 

② 場所：成田市役所内会議室 

③ 人数：３名以内（配置予定の管理技術者又は担当技術者は出席すること。） 



 

④ プレゼンテーションは、１提案者３０分以内とし、提案時間を約２０分

程度、選定審査委員会からの質疑応答時間を約１０分程度とする。 

⑤ プレゼンテーション会場では、パワーポイント等の使用を可能とする。 

⑥ プレゼンテーションの順番の決定方法は、参加申請書の提出順とする。 
 
 
１１．スケジュール  

  募集要項配布           １月２２日（水）～２月７日（金） 

  質問書の受付締切日        １月２９日（水） 

  質問回答期限           ２月 ３日（月） 

  参加申請書の受付締切日      ２月 ７日（金） 

  企画提案書等の受付締切日     ２月１９日（水） 

  第一次評価（書類審査）      ２月２６日（水） 

  第二次評価（プレゼンテーション） ３月 ５日（水） 

  結果通知             ３月中旬 
 
 
１２． その他特記事項  

(1) 委託者の許諾なくして委託業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わ 

   せてはならない。 

(2) 成果品に係る著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第 

２８条までに規定する権利をいう。）を成果品引渡し時、委託者に無償で譲渡 

するものとする。 

(3) 上記記載の日時に変更がある場合は、指示に従うこと。 

(4) 企画提案書の提出を取り下げる場合は、速やかに取下願を提出すること。 

     なお、取下願の提出があった場合、既に提出された書類については、全て返 

   却する。 

 
 
１３．問合せ先  

〒２８６－８５８５ 千葉県成田市花崎町７６０番地 

成田市 人事課 担当：堀越 

 電話： ０４７６－２０－１５０５ ＦＡＸ： ０４７６－２４－１００６ 

 E-mail： jinji@city.narita.chiba.jp 


